
 

 

（１）開催日 

令和５年１１月２２日（水） 

（２）議題 

改定公園マスタープランの素案について 

（３）主な質疑・意見及び対応状況 

 

内      容 

① 「公園機能の分担」の考え方を前提として、取組・施策、重要実施項目を行うとの解釈でよいか。 

⇒ そのとおりである。伝わりやすさを考慮し、素案の章立て等を見直した。        

（素案第 4～6 章） 

 

② 「公園機能の分担」において、チーム（複数公園を 1 つのまとまりとする単位）の分け方が

分かりにくい。 

⇒ 階層（レベル）分けやチーム設定の考え方などが分かる形で、「公園機能の分担」の内容 

を修正した。                      （素案第 4 章「公園機能の分担」） 

 

③ 「公園機能の分担」で、複数の公園に公園機能を分担し、相互に補完するとあるが、高齢者の

中には、複数の公園を歩き回ることが困難な方もいるので、公園機能が集約された公園がある

ことも重要である。 

⇒ 前提として、原則、全公園共通で、広場、植栽、ベンチ、照明等の基本機能は持たせてい 

るので、どの公園にいっても憩いや休憩の場として利用することができるものである。 

また、比較的規模の大きい公園では、複数の公園機能を担うことが可能であるため、実際 

    に公園ごとに何の園機能を分担させるかを検討する際は、公園規模、配置バランス等を考 

慮する。                                            （素案第 4 章「2 公園機能の分担」） 

 

④ 「公園機能の分担」の図が南部地域しか示されていないが、北部地域は載せないのか。 

⇒ 「公園機能の分担」の考えは、区内全域であるため、北部地域の図も追加した。 

                   （素案第 4 章「公園機能の分担」） 

 

⑤ 障がい者団体から公園トイレへのユニバーサルシート設置を求める要望を受けているので、「 

バリアフリートイレ」にユニバーサルシートを設置することを、可能な範囲で施策に記載して

もらいたい。 

⇒ トイレブース内に設置可能なスペースがあり、不適切利用がされにくい環境である等の状

況に応じて設置を検討する旨、施策に記載した。    

 （素案第5章2（1）「施策①-6：インクルーシブな公園を拡充する」） 

 

⑥  各公園の中で水害に関わる特色ある施策が打てるのか。 

⇒ 水害による被害を回避・低減する方策として、荒川や隅田川のスーパー堤防等の整備、市

街地再開発事業等と連携した高台まちづくりに寄与する公園の整備を検討する旨、施策に記

載している。 

 （素案第5章2（5）「施策⑤-1①：災害時の拠点となる公園を拡充する」） 

 

⑦ 墨田区公園マスタープランを PDCA サイクルで進行管理するとあるが、中間改定時に、目指

す公園像や３つの視点も見直す可能性はあるのか。 

⇒ 必要があれば、見直す可能性はある。       （素案第 7 章「1 本プランの進行管理」） 
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